
 

通所型サービス介護事業所「うねめの里デイサービスえみふる」重要事項説明書 

〔令和７年 ９月 １日〕 

 

１ 設置主体 社会福祉法人 郡山福祉会 

 

２ 事業所名 うねめの里デイサービスえみふる 

介護事業所番号０７７０３０３８４０ 

 

３ 事業の目的 

社会福祉法人郡山福祉会が開設する通所型サービス介護事業うねめの里デイサー

ビスえみふる（以下「事業所」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管

理運営に関する事項を定め要支援等状態にある高齢者に対し、適正な予防介護を提

供することを目的とする。 

 

４ 運営の方針 

（１） 事業所の介護職員等は、要支援者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じ

自立した日常生活が営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、機能訓練

による身体機能の維持、その他生活全般に渡る援助を行います。 

（２） 日事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとします。 

 

５ 通所型サービス介護の内容 

（１） 日常生活の援助 

（２） 健康状態の確認 

（３） 機能訓練サービス 

（４） 送迎サービス 

（５） 入浴サービス 

（６） 食事サービス 

（７） 相談・助言等に関すること 

    

６ 施設設備の概要 

浴室 一般浴槽、特殊浴槽 食堂 １室 

静養室     １室 送迎車 ３台 

相談室 １室 事務室 １室 

機能訓練室 ２室   



７ 利用料金 

（１）郡山市が定めた額（令和６年６月改定介護報酬対応） 

①通所型サービス介護利用料金（１ヶ月あたり） 

 基本料金 １割負担 ２割負担  ３割負担 

要支援１・

事業対象者 

１７,９８０円 １,７９８円 ３,５９６円 ５,３９４円 

要支援２ ３６,２１０円 ３,６２１円 ７,２４２円 １０,８６３円 

 

②加算料金（１ヶ月あたり） *事由が発生の場合の加算      

 基本料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

*若年性認知症利用者受入加算 ２,４００円 ２４０円 ４８０円 ７２０円 

*生活機能向上グループ活動加算 １,０００円 １００円 ２００円   ３００円 

科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円  ８０円  １２０円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援１:   

８８０円 

要支援２：  

 １,７６０円 

 

８８円 

 

１７６円 

 

１７６円 

 

３５２円 

 

２６４円 

 

５２８円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 各月の合計単位数にサービス別加算率 

（９.２％）で算定 

   

③加算料金（１回あたり）  *事由が発生の場合の加算 

 基本料金 １割負担 ２割負担 ３割負担 

*口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 

（６月に１回を限度） 

２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払わ

れない場合があります。その場合は一旦１日あたりの利用料をいただき、サービス提

供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日、市の窓口に提出しますと、

差額の払い戻しを受けることができます。 

 

（２）所定料金（介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、

事業所ごとに利用者との契約に基づくものとされているもの） 

①食費  昼食６４０円・おやつ１１０円      

       夕食５５０円（事業所で提供する場合） 

   ＊その他  

レクリエーション・行事等にかかる費用（特別食を含む）は自己負担となります。 

②おむつ代 



   おむつについてはお持ちいただくのを原則としますが、事業所から提供した場合

は利用者の実費となります。 

③写真データ ＣＤＲＷ１枚３５０円 

（※希望者の方に写真のデータを提供します。） 

④その他物品の費用 

   当事業所の提供するサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに

かかる費用で、利用者がご負担いただくことが適当と思われる費用については実

費負担となります。 

⑤利用者のご都合でサービスを中止する場合の費用 

   ご利用日の当日午前８時３０分までにご連絡がなかった場合、食費７５０円 

  （昼食６４０円、おやつ１１０円）ご負担していただきます。 

 

８ 営業実施日および時間 

 （１）営業日   月曜日から土曜日までとし、日曜日・年末年始（１２月３１日か

ら１月３日）は休業日とする。 

 （２）営業時間  午前８時００分～午後５時３０分までとする。（但し、延長サー

ビスを提供する場合は午後６時３０分までとする） 

 （３）サービス提供時間  午前９時２０分～午後４時３０分までとする。 

      （但し、利用者の心身の状況等を考慮し、利用者又は家族の利用希望に出来る 

限り沿うように努める。） 

 

９ 通常の事業の実施地域 

  通常の実施地域は郡山市内（但し、西田町、中田町、田村町、湖南町は除く）とさ 

せていただきます。 

 

10 利用定員  １８名 

 

11事業所の職務内容及び職員体制 

（１）職務内容 

職名 職務内容 

管理者 事業所の職員従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

生活相談員 利用者や家族の生活相談及び苦情への対応、関係機関との連

絡調整サービス全般の適切な管理を行う。 

看護職員 利用者の健康管理を行う。 

介護職員 利用者の居宅サービス計画及び介護予防通所相当サービス

計画に基づく介護を行う。 



機能訓練指導員 個別機能訓練計画を作成し、日常生活を営むのに必要な機能

の改善、又はその減退を防止するための訓練を行う。 

管理栄養士 利用者の栄養状態、摂食・嚥下機能の状態等に応じて、利用

者一人ひとりに配慮した食事で、季節や行事などに合わせた

変化に富んだ食事を提供し、栄養改善も図る。 

 

（２）職員体制 

職 名 員 数 
区 別 常勤換算

後の人員 
備 考 

常勤 非常勤 

管理者 １名 ０名 １名 0.1名 兼務 

生活相談員 １名以上 ３名 ０名  ２名 兼務２名 

看護職員 １名以上 ０名 １名  0.3名  

介護職員 ２名以上 ５名 １名  4.6名 介護福祉士５名 

（兼務２名） 

機能訓練指導員 １名以上 １名 ０名  １名 あん摩マッサージ

指圧師兼ケアマネ 

管理栄養士 （１名） ０名 ０名  ０名  

 

12 緊急時の対応方法 

  事業者は、通所型サービス介護の提供中に利用者の心身の状況に異変、その他緊急

事態が生じた時は、速やかに家族及び主治医あるいは協力医療機関へ連絡し、適切な

措置を講じます。 

 

13 事故発生時の対応 

 （１） 事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置

を講じるとともに、速やかに家族等関係諸機関に事故の発生状況及び今後の対応

等について報告いたします。 

 （２） 事故により居宅サービス計画に変更が生じる可能性がある場合は担当の介護      

   支援専門員に、また、要支援認定に影響する可能性がある場合は、市町村（保険

者）に事故の概要を報告いたします。 

 （３） 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべく事由によ

り利用者の生命、身体、財産等に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損

害を賠償します。 

 （４） 事業者は、自己の責に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。 

   特に以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故  



意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じ

た場合。 

 ② 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対し故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生

した場合。 

  ③ 契約者が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由

にもっぱら起因して損害が発生した場合。 

  ④ 契約者が、事業者若しくはサービス従業者の指示及び依頼に反して行った行為

にもっぱら起因して損害が発生した場合。 

 

14 サービス内容の対応に対する苦情受付 

 （１） サービス内容に関する相談及び苦情の対応について、当施設及び当施設以外

でも受け付けます。 

   ①当施設の担当 

 

苦情受付担当者  生活相談員  石田直美 

苦情解決責任者  管理者   矢部真裕美 

電話番号     ０２４－９６２－７８２０ 

受付時間     午前８時３０分 ～ 午後５時３０分まで 

  

    

②当法人苦情解決委員会 第三者委員 

氏 名 役 職 住    所 電話番号 

大堀 甲一 当法人監事 郡山市七ツ池町10番11

号 

０２４－９３４－４５９７ 

鈴木 茂宏 片平方部 

民生児童委員 

郡山市片平町字中ノ沢

１０９－１ 

０２４－９５２－２４２１ 

 ③当施設以外 

受 付 先 住    所 電話番号 

郡山市保健福祉部 

地域包括ケア推進課 

郡山市朝日１－２３－７ ０２４－９２４－３５６１ 

福島県国民健康保険団体

連合会苦情相談窓口 

福島市中町３－７ ０２４－５２８－００４０ 

福島県運営適正化委員会 

苦情解決部 

福島市渡利字七社宮 

１１１ 

０２４－５２３－２９４３ 

 



（２） 苦情受付の報告及び確認 

  苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員に報告いたし 

 ます。但し、苦情を申し出た人が第三者委員への報告を拒否した場合は報告いたし 

 ません。第三者委員は内容を確認し、苦情を申し出た人に対して報告を受けた旨を 

 通知いたします。 

 

（３） 苦情解決のための話し合い 

  苦情解決責任者は、苦情を申し出た人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

 その際、苦情を申し出た人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。 

  なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次により行います。 

    ① 第三者委員による苦情内容の確認 

    ② 第三者委員による解決案の調整及び助言 

    ③ 話し合いの結果や改善事項等の確認 

  

15 非常災害対策 

   通所型サービス介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用

者の避難等の適切な措置を講じます。また、管理者は日常的な対処方法、避難経路

及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとります。また、

非常災害に備え、毎月避難訓練を行います。 

 

16 その他利用者に係る留意事項 

（１） 料金の支払い方法 

    翌月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、２０日までにお支払いく

ださい。入金確認後、領収書を発行いたします。 

お支払い方法は、指定銀行の預金口座振替又は振込、郵便払込のいずれかをご

利用ください。 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

指定口座名   東邦銀行 桑野支店 普通預金口座５５００３０ 

        社会福祉法人 郡山福祉会 

        特別養護老人ホームうねめの里 

        理事長  矢部真裕美 

 



（２） サービスの終了 

   ① 利用者の都合でサービスを終了される場合 

    サービスの終了を希望する日の７日前までに、文書又は口頭でお申し出くださ

い。 

 ② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく 

  場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

 ③ 自動終了 

  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

  ア 利用者が介護保険施設に入所した場合 

  イ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の認定区分が、非該当（自立）

と認定された場合 

  ウ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の認定区分が、要介護１以上

と認定された場合  

エ 利用者が死亡した場合 

 ④ その他 

  ア 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した 

   場合、利用者ご家族などに対して社会通念を逸脱した行為を行った場合、又

は当センターが破産した場合、利用者は文書又は口頭で解約を通知すること

によって即座にサービスを終了することができます。 

  イ 利用者がサービス利用料金の支払を１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう 

   催告したにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、又は利用者やその家 

   族などが当事業所や当事業所の職員に対して、本契約を継続しがたいほどの

背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座に契約を終了させ

ていただく場合があります。 

 

（３） 送迎時間の連絡 

    送迎時間は、送迎ルートの変更や交通事情により変更する場合がありま 

   す。諸事情により明らかに遅れることがわかる場合には、速やかに連絡いた 

   します。 

 

（４） 体調不良によるサービスの中止及び変更 

   ①風邪などの病気の際はサービスをお断りすることがございます。 

   ②当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービス内容の変更又は 

    中止にすることがあります。その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応し 

    ます。 



   ③ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。 

    その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

（５） 設備及び器具の利用 

     ①共用施設及び敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

     ②故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたのにもかかわらず、施設 

      設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担により現状に 

      戻していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

     ③当事業所の他の利用者や職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、営利

活動を行うことはできません。 

 

  （６） 認知症に係る取組の情報公表の推進 

      認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研

修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情

報公表制度において公表します。 

 

  （７）福祉サービス第三者評価の実施状況 

実施の有無    有 ・ ○無  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総合事業のサービス利用にあたり、利用者に対して本書面に基づいて通所型サービス

介護事業所うねめの里デイサービスえみふるの重要事項を説明いたしました。 

 

重要事項説明日  令和   年   月   日 

 

＜事業所＞ 

    住  所  郡山市片平町字妙見舘１番地２ 

    事業所名  社会福祉法人 郡山福祉会 

          通所型サービス介護事業所 うねめの里デイサービスえみふる 

    代表者名  管理者  矢部真裕美                印 

＜説明者＞ 

    職 名 

    氏 名                             印 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業所から通所型サービス介護事業所うねめの里デ

イサービスえみふるの重要事項の説明を受け、同意いたしました。 

 

＜契約者、利用者＞ 

    住 所 

           

    氏 名                             印 

 

契約者は署名ができないため、契約者本人の意思を確認のうえ、 

  私が契約者に代わって、その署名を代行します。 

＜署名代行者＞ 

    住 所 

      

    氏 名                             印  

 

    契約者との関係 

＜家族代表＞  

    住 所     

 

    氏 名                             印 

 

    続 柄 


